業務委託契約書
１．委託業務名　　　　
２．履行場所　　　　
３．履行期間　　　　令和　　年　　月　　日から
　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日まで
４．契約金額　　　　金　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　（事務費及び消費税、地方消費税を含む）

５．契約保証金　　　　免　除
６．支払回数の上限　　○○回
　上記の委託業務について、発注者　白井市（以下「発注者」という。）と受注者公益社団法人白井市シルバー人材センター（以下「受注者」という。）は、別添の条項に基づいて委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　本契約の証として、本契約が書面による場合は本書２通を作成し、発注者受注者が記名押印の上、各自１通を保有し、本契約が電子契約による場合は本書を電磁的記録により作成し、発注者受注者の電子署名を施したうえ、各自保管する。
　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　発注者：住　所　　千葉県白井市復１１２３
　　　　　　　　　　　　氏　名　　白　井　市
　　　　　　　　　　　　　　　　　白井市長　笠井 喜久雄　 　　
　　　　　　　　受注者：住　所　　千葉県白井市清戸７６５番地の２
　　　　　　　　　　　　氏　名　　公益社団法人白井市シルバー人材センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　　　　　　 　　
（総則）

第1条 発注者は、別紙仕様書に基づく業務（以下「業務」という。）を受注者に委託し、受注者はこれを受託するものとする。
（指示等および協議の書面主義）

第２条　この約款に定める指示、請求、報告（以下「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。

３．発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
（業務主任担当者の選任)

第３条　業務の履行についての連絡、調整を密にするため、受注者は業務主任担当者（当該業務に関し、主として指導・管理・監督を行う者）を定め、発注者に通知するものとする。なお、変更があった場合も同様とする。
（権利義務の譲渡等）
第４条　受注者は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、書面により発注者の承認を得たときはこの限りでない。
（再委託の禁止）

第５条　受注者は、業務を第三者（受注者の会員を除く。）に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承認を得たときはこの限りでない。

（業務内容の調査等）
第６条　発注者は、必要に応じ受注者に対して業務の履行状況等について調査し、又は報告を求めることができる。
（業務に関する取決め事項）
第７条　発注者と業務主任担当者は、仕様書及び設計書に基づき業務内容の確認及び調整を行い、契約締結後１４日以内に業務主任担当者が業務計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。

２　発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画表を受理した日から７日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。

３　この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において、第１項中「契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前２項の規定を準用する。

４　業務計画表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

５　委託業務を履行するために、受注者が発注者から機材等を借りる場合は、機材等貸与契約を別途締結するものとする。
６　受注者は、期間中、受注者の指定した者（以下「作業員」という。）を業務に従事させるものとし、業務主任担当者が作業員に対し、業務上の指示を行うものとする。業務計画表等の変更があった場合についても同様とする。

７　発注者は、受注者の業務執行状況が発注者の業務執行に支障を来たすと認められるときは、受注者に対し作業員の交代を求めることができる。
８　前項の要求があったときは、受注者は、直ちに必要な措置を講じるものとする。
（業務内容の変更等）
第８条　発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、契約金額又は期間を変更する必要がある時は、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。

２　前項の場合において、受注者が損害を受けたときには、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
（損害により生じた経費の負担）
第９条　受注者は、業務履行に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）によって生じた経費を負担するものとする。但し、その損害の発生が発注者の責めに起因する場合は発注者が負担するものとする。
（検査及び引渡）
第１０条　受注者は、業務を完了したときは、業務完了報告書を業務完了後１０日以内に発注者に提出しなければならない。ただし、月ごとに業務を実施するものについては、委託業務実施月の翌月の１０日までに業務実施報告書を提出し、業務完了報告書については、業務が完了した後に提出するものとする。
２　発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の規定による業務完了報告書又は業務実施報告書を受理した日から１０日以内に設計図書に定めるところにより、業務の完了又は業務の実績を確認するための検査を完了しなければならない。

３　受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときには、直ちに履行して発注者の再検査を受けなければならない。

４　第１項及び第２項の規定は前項の再検査の場合においても準用する。
（委託料金の支払）
第１１条　受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、業務委託料を請求するものとする。
２　委託業務の性質上分割計算できるものについては、分割により業務委託料を請求することができる。ただし、この請求は委託業務の期間中頭書の支払回数の上限の回数から１を減じた回数（０となる場合は出来高による支払ができないと解釈する。）を超えることができない。
３　発注者は、受注者が提出する「業務実施報告書」により、委託業務の作業量が当初予定していた作業量より少ない場合は、受注者と協議のうえ最終支払時に委託額を変更し、精算することができる。
４　発注者は、第１項及び第２項の請求を受けたときは、その日から起算して３０日以内に業務委託料を支払わなければならない。

５　受注者は、前項の期間内に業務委託料を支払わないときは、発注者に対して支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率（年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、３６５日の割合とする。）を乗じて計算した金額を遅延利息として請求することができる。
（契約の解除）
第１２条　発注者は、受注者が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められたとき、又はやむを得ない理由があると認められるときは、契約を解除することができる。
２　前項により発注者が契約を解除したときは、受注者は契約金額の１／１０に相当する額を違約金として発注者の指定する期日までに発注者に支払わなければならない。
３　受注者は、発注者が第８条の規定により業務の内容を変更したため委託料金が２／３以上減少したとき、又は発注者が本契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能になったときは契約を解除することができる。
４　前項により受注者が契約を解除したときに損害があるときは、受注者はその損害の賠償を発注者に請求することができる。
（秘密の保持）
第１３条　受注者は、業務の遂行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
２　受注者は本契約の成果品（業務の履行課程において得られた記録等を含む。）を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
（事故等の報告）
第１４条　受注者は、業務履行中に事故等が発生した場合は、発注者に直ちに連絡し、発注者の指示に従うものとする。
（補　則）
第１５条　本契約又は本契約に定めのない事項について疑義を生じたときは、必要に応じ発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項

（総則）

第１条　この特約は、この特約が添付される契約（以下「契約」という。）と一体をなす。

（談合その他不正行為に係る解除）

第２条　白井市（以下「発注者」という。）は、契約の相手方（以下「受注者」という。）がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

（１）公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条第１項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第７条の２第１項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。

（２）受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。

２　受注者が協同組合及び共同企業体（以下「協同組合等」という。）である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。

３　受注者は、前２項の規定により契約が解除された場合は違約金として、契約金額（この契約の締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。以下同じ）。の１０分の１に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
４　契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該保証金を違約金に充当することができる。

５　本条第１項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。

（談合その他不正行為に係る賠償金の支払い）

第３条　受注者は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第１項第１号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号及び同項第６号に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売である場合、その他発注者が認める場合はこの限りではない。

２　前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。

３　前２項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。

工事（業務）妨害又は不当要求に対する措置に関する特約

（全業種共通）
（総則）

第１条 この特約は、この特約が添付される契約（以下「契約」という。）と一体をなす。

（工事（業務）妨害又は不当要求に対する措置）

第２条 この契約の相手方（以下「受注者」という。）は、工事の施工又は業務等の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。

（１）暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条の規定するものをいう。以下同じ。）から工事（業務）妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに白井市（以下「発注者」という。）に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。

（２） 受注者の下請業者が暴力団等から工事（業務）妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者は速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。

（遵守義務違反）

第３条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、白井市建設工事等請負業者等指名停止措置要領（平成１３年４月１日施行）の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
個人情報の取扱いに関する特約条項

　（総則）

第１条　この特約は、この特約が添付される白井市（以下｢発注者｣という。）と相手方（以下｢受注者｣という。）との契約（以下｢契約｣という。）と一体をなす。

　（基本的事項）

第２条　受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務や工事（以下｢業務等｣という。）を履行するための個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利権益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

　（安全管理措置）

第３条　受注者は、業務等に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
２　前項の措置は、業務等が個人情報の入力（本人からの取得を含む。）、編集、分析、出力等の処理を行うことを主とする業務の委託の場合にあっては、白井市情報セキュリティポリシーに準じたものでなければならない。

　（秘密の保持）

第４条　受注者は、この契約による業務等に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

　（従事者への周知）

第５条　受注者は、業務等に従事する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による業務等に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

　（取得の制限）

第６条　受注者は、この契約による業務等の履行のために個人情報を取得するときは、必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行なわなければならない。

　（個人情報の目的外の利用及び提供の制限）

第７条　受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務等に関して知り得た個人情報を当該業務等の履行目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

　（複写等の禁止）

第８条　受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務等の履行のために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

　（再委託等の禁止）

第９条　受注者は、この契約による業務等を履行するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者（受注者の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である者も含む。ただし、受注者の会員を除く。次項において同じ。）に取り扱わせてはならない。ただし、発注者の承諾がある場合については、この限りでない。
２　前項ただし書の規定により、第三者に取り扱わせる場合にあっては、受注者は、当該第三者に対し、取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切な措置を講じなければならない。
　（資料の返還等）

第10条　受注者は、この契約による業務等を履行するために発注者から貸与され、又は受注者が取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後直ちに返還し、又は引き渡し、若しくは廃棄するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示によるものとする。

　（漏えい等の報告）

第11条　受注者は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。なお、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

　（法令の遵守）

第12条　受注者は、この特約に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他関係法令の規定を遵守しなければならない。

　（契約の解除及び損害賠償）

第13条　発注者は、受注者がこの特約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
　（安全管理措置等の報告等）

第14条　発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、第３条に定める安全管理措置及び個人情報の管理状況について、報告を求め、若しくは実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
業　務　仕　様　書
	業務名
	○○○○○業務

	履行場所
	白井市○○○○○○　(○○○○○○)

（別紙図面の有無：　有・無）

	履行期間
	令和　　年　　月　　日から

令和　　年　　月　　日まで

(　　　　　　　　　　　)
	作業日数
	年　　　　間

	
	
	作業回数
	　　　　　　回

	作業時間
	午前・午後　　時　　分から

午前・午後　　時　　分まで
	作業時間数
	時間

	
	
	作業者数
	　　　　　　人

	報告及び

提出書類
	１．日報　２．月報　３．業務実施報告書　４．業務完了報告書

５．写真　６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	業務内容及

び作業方法
	

	注意事項等
	

	

	数　　　　　　量　　　　　等

	名　　　　　　称
	適　　　　用
	数　量
	単　位
	備　　　　考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	貸　与　品　名
	数　　　　量
	備　　　　考

	
	
	

	
	
	

	
	
	


